
（別紙５－１）

公表日 名称 代表者名
不正受給に関与した
役員等の氏名

事業概要
不正受給に係る事業所の名

称
所在地 助成金の名称 支給を取り消した日 返還を命じた額 返還状況

事業主等が行った不正の
行為の内容

令和4年3月7日 アビコ第一代理店 久世　亨 互助会営業 アビコ第一代理店
大阪市住吉区我孫子東
３－１－３
あびこＥモール４Ｆ

雇用調整助成金 令和3年12月22日 8,514,000 一部返還済み
申請書類の偽造により、本来
受給することのできない助成
金を不正に受給したもの。

令和4年3月7日 アビコ第一代理店 久世　亨 互助会営業 アビコ第一代理店
大阪市住吉区我孫子東
３－１－３
あびこＥモール４Ｆ

緊急雇用安定助成金 令和3年12月22日 3,375,000 一部返還済み
申請書類の偽造により、本来
受給することのできない助成
金を不正に受給したもの。

令和4年3月7日
フォンテ・システム　株式会
社

髙橋　尚文
前代表取締役　田中
弘道

情報サービス業
フォンテ・システム　株式会
社

大阪市淀川区西中島
３丁目１１－２４
山よし１１ビル８Ｆ

雇用調整助成金 令和3年12月24日 10,095,244 一部返還済み
申請書類の偽造により、本来
受給することのできない助成
金を不正に受給したもの。

令和4年3月7日 ヒロコーポレイション 馬場池　弘政 イベント業 ヒロコーポレイション 東大阪市松原２－３－２６ 緊急雇用安定助成金 令和4年1月7日 14,168,000 一部返還済み
申請書類の偽造により、本来
受給することのできない助成
金を不正に受給したもの。

不正受給を行った事業主等

（問い合わせ先）

大阪労働局職業安定部雇用保険課
（代表電話）０６－７６６９－８９００


